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第２期横須賀子ども未来プラン（案）についてパブリック・コメント手続（意見募

集）を実施しましたが、その結果は以下のとおりです。 
 
１ 意見募集期間 

令和元年12月６日（金）から令和元年12月27日（金）まで 

 
２ 意見の提出者数と意見件数 

意見募集に対し、19人から66件の意見の提出がありました。 

（１）提出方法別の意見提出者数 

提出方法 人数 

直接提出 0人 

郵送 2人 

ファクス 2人 

Ｅ－mail 15人 

合  計 19人 

 

（２）素案への意見件数 

項     目 件数 

第１章 横須賀子ども未来プランについて ０件 

第２章 横須賀市の子どもや子育て家庭等を取り巻く状況 ０件 

第３章 子ども・子育て支援に関する視点とプランの方向性 ２件 

第４章 具体的な施策 55件 

第５章 プランの達成状況の点検及び評価 ０件 

その他 第２期横須賀子ども未来プランの策定に関する意見 ２件 

その他意見 ７件 

 合  計 66件 
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３ 提出された意見の概要及び児童福祉審議会の考え方 

（１）第３章 子ども・子育て支援に関する視点とプランの方向性 

 意見の概要 件数 考え方 

１ 

子どもの健やかな成長を地域で

育むまち横須賀について地域と

いう言葉が使われているが大柱

～以下あまり具体的に取り組ん

でいくことがな いの ではない

か。 
 

１件 

子どもの成長や子育て家庭がおか

れている状況などにより必要な子

育て支援は様々であると考えてい

ます。本計画では、子どもや子育

て家庭の状況にあわせ、第４章 

具体的な施策のうち大柱２の中柱

１「地域で子育てを支援する環境

づくり」に記載した施策をはじめ

として、地域コミュニティ、主任

児童委員、各種相談窓口、教育・

保育施設、学校など、様々な社会

資源にご協力をいただき、施策に

取り組んでいきたいと考えていま

す。 
 

２ 

忙しさのあまりに抜けてしまっ

た健診等に遅れ て対 応した際

に、いままで忘れてしまってい

たことを問いただされた経験が

あり、慣れない日々を慌ただし

く過ごしている子育て世帯の状

況を十分に理解したうえでの支

援を心がけてほしい。 
 

１件 

今後の施策の実施にあたり、貴重

なご意見として承ります。 

合計 ２件  
 

（２）第４章 具体的な施策 

 意見の概要 件数 考え方 

３ 

放課後児童クラブの保育料の軽

減について考えてほしい。 

２件 

現在、ひとり親世帯及び多子世帯

を対象とした減免補助を実施して

います。 

今後も保育料の低減策を模索して

いきたいと考えています。 
 

４ 

必要な子育て支援が受けられ、

子ども達にとって安心で安全な

生活を保障できる内容であるこ

とを強く望みます。 
 

１件 

今後の施策の実施にあたり、貴重

なご意見として承ります。 

５ 

本プランによって、放課後児童ク

ラブは様々な改善がされてきた実

感があるので、さらなる質の向

上、働きやすい環境を目指せるよ

うに検討をお願いしたい。 
 
 

１件 

今後の施策の実施にあたり、貴重

なご意見として承ります。 
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６ 

小学校内の放課後児童クラブに

ついては、１教室では利用数が

限られ、待機児童が生じてしま

う。面談や着替え、静養スペー

スの問題もあるため、２教室の

利用、学校敷地内の専用施設に

ついても検討してほしい。 
 

１件 

小学校の教室の使用状況を鑑みる

と、現時点で複数教室を確保する

ことは難しいと考えますが、今後

も学校や関係課との連携を継続

し、努力します。 

 

 

７ 

私のクラブでは特別支援級に在籍

する児童が４名いるが、場合によ

ってはクールダウンする部屋も必

要となる。 

 

１件 

８ 

私の放課後児童クラブにはおや

つを提供する台所もない。民設

民営のクラブに対しても施設の

向上に力を入れてほしい。 

教室を使用しているクラブで

は、老朽化の問題もあり、修

繕・改修費がクラブの運営費を

圧迫している。 

 

１件 

今後の施策の実施にあたり貴重な

ご意見として承ります。 

 

９ 

横須賀市では保護者運営が多

く、働く保護者が放課後児童ク

ラブ全体の運営を行うことは非

常に難しい。 

保育料が高く利用できない家庭

が多いので、国や市の方で全額

負担してほしい。子どもたちが

安心、安全に通えるためにも保

護者の負担を軽減してほしい。 

 

１件 

利用料を全額負担することは難し

いと考えますが、今後も保育料の

低減策を模索していきたいと考え

ています。 

10 

児童の数が多い場合は、学校の

教室が利用できるように配慮し

てほしい。 

 

１件 

小学校内で運営できる放課後児童

クラブ数の増加に努めます。 

11 

放課後児童クラブの設置が難し

い小学校でも放課後子ども教室

は設置しやすいはずなので、特

に放課後児童クラブで待機児童

が出ている小学校区では先に設

置するべき。 
 

 

１件 

小学校の教室の利用については、

毎年小学校の教室の利用状況を踏

まえて進めています。 

12 

職員が長期に勤務可能な、安定

した運営ができるよう、常勤職

員の処遇改善費を補助するべ

き。 

 

２件 

引き続き放課後児童支援員等の処

遇改善に努めます。 
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13 

放課後児童クラブ数を令和６年

度までに83か所に増やすという

目標数値に反対。多額の経費が

かかり、ニーズも満たしていな

い。 

 

１件 

83か所という目標数値は、放課後

児童クラブが不足している地区に

ついて、増加を目指すために設定

しています。 

14 

放課後子ども教室を２か所から7

か所に増やすという目標につい

て、市のやる気がみえない。 

放課後児童クラブ数を増やすだ

けでは子育て中のニーズを満た

すことはできない。 

遅い時間まで居場所が必要な家

庭は放課後児童クラブを利用

し、児童の帰宅時間に合わせて

仕事等をしている家庭は学校等

の居場所で過ごすことができる

方が良い。 
 

１件 

放課後子ども教室についての目標

は7か所以上としていますが、小

学校の教室の利用状況を踏まえ、

可能な限り推進します。 

15 

一体型の放課後児童クラブと放

課後子ども教室の推進が事業の

方向性で挙げられているが、一

体型ではなくそれぞれの良い所

を伸ばしてほしい。 
 

１件 

一体型の放課後児童クラブと放課

後子ども教室については、国の

「新・放課後子ども総合プラン」

における一体型を基本に取り組み

ます。 

16 

「一体型の放課後児童クラブと

放課後子ども教室の推進」につ

いては、放課後児童クラブの専

用区画等と分けて実施し、しっ

かり連携してほしい。 

保護者の混乱を避けるため、別

物であることをわかりやすく示

してほしい。 
 

２件 

17 

一体型の放課後児童クラブと放

課後子ども教室の推進につい

て、不安がある。 

放課後児童クラブと放課後子ど

も教室の一体型の運営をした場

合、クラブに通う子どもの生活

の場の確保や、心のケアを十分

にできるか。 

経費や人材の問題から一体型に

するのではなく、児童を中心に

考えてほしい。 
 

４件 

一体型の放課後児童クラブと放課

後子ども教室を推進するに当たっ

ては、放課後児童クラブの良さが

失われることの無いよう努めま

す。 

  

18 

放課後児童クラブと放課後子ど

も教室の一体化について、一体

化にこだわっていては推進でき

ないと思う。 
 

１件 

今後の施策の実施にあたり、貴重

なご意見として承ります。 
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19 

「放課後児童クラブの公設化の検

討」については、保護者と支援員

の声を聞き取り、子どもたちにと

ってなにがより良い道なのかを慎

重に話しあってほしい。  
 
 
 

１件 

公設化については関係者との十分

な協議を踏まえ検討します。 

20 

支援員等の処遇について、1年雇

用等ではなく長期で雇用できる

道を検討してほしい。 
 
 
 

１件 

今後の施策の実施にあたり、貴重

なご意見として承ります。 

21 

公設放課後児童クラブ利用者と民

設放課後児童クラブ利用者で、受

けられる減免制度に差が生じない

ようにしてほしい。 
 
 
 

１件 

今後の施策の実施にあたり、貴重

なご意見として承ります。 

22 

放課後児童クラブの運営形態は、公

設、保護者会、法人運営、個人運営

等、多様である。計画が進んでいく

際には、関係各部局、市長、教育長

にも視察をして頂き、児童が過ごし

ている場、保護者が必要としている

ことを見てほしい。 
 
 

１件 

今後の施策の実施に当たり、貴重

なご意見として承ります。 

23 

小学生は10時間睡眠が必要ですが、

社会体育の夜間の活動により、子ど

もの10時間睡眠は達成されていない

ことが多いと考えられる。 

社会体育の夜の活動を小学生は夜７

時までとするなど、大人の都合では

なく子どもの体を考えた規制を設け

てほしい。 
 
 
 

１件 

個々の社会体育団体の活動時間に

ついて規制を設けることはできま

せんが、子どもにとっての適切な

運動、休養及び睡眠の必要性に対

する意識を啓発しつつ、今後の施

策の実施にあたり貴重なご意見と

して承ります。 

24 

日本では睡眠時間が短い子ども

が多く問題となっており、生活

リズムの確立については親や社

会の問題が大きいと思われる。

子どもの生活時間に合った習い

事の時間制限や、ゲームやスマ

ホの使用など含めた課題とし

て、大人の意識を変えるような

施策を考え、子どもを取り巻く

環境を整えてほしい。 

１件 

子どもの生活リズムを整えること

の大切さについて啓発を図るた

め、ＰＴＡ協議会等と協力し作成

した「よこすかケータイ・スマホ

スタンダード」を配付などの施策

を推進しています。 

ご意見を踏まえて、４-（１）-カ

「思春期の健康づくりの推進」に

「・ケータイ・スマホの使い方に

関する理解啓発（リーフレットの

配布等）」を加え、支援教育課を

担当課に加えます。 
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25 

子どものゲームやネット依存に

ついて久里浜医療センターには

ネット依存外来があると聞くの

で、連携して対応できると良

い。 

１件 

青少年育成活動を委託している青少

年育成活動地域連絡会へご指摘の医

療機関があるということを情報提供

していきます。青少年の健全育成、

環境の健全化に関する意識啓発の一

環として、ユース出前トークのテー

マ内にインターネットの適切な利用

とともに、インターネットやゲーム

への依存等に関する内容を加え、久

里浜医療センター医師等に出前トー

クでの講師の依頼を行う等の連携を

進めていきます。 
 

26 
幼児期から歯みがきを中心とした歯

科疾患予防対策を推進してほしい。 
 

１件 
今後の施策の実施にあたり貴重な

ご意見として承ります。 

歯科疾患予防対策については、国

の指針等科学的知見に基づいた指

導方法で取り組みを推進します。 

27 

むし歯・歯周病予防には歯みが

き習慣が第一であるが、保育

園・幼稚園で集団フッ化物洗口

時の薬剤取扱いを園職員にさせ

ることへの心配がある。 

必要ならば個人で歯科医院へ受

診すべきである。 
 

１件 

28 

食育について、単なる食べ物の

好き嫌いではなく口腔内の過敏

などから偏食の改善などを具体

的に考えてほしい。 

幼児期からの発達支援で改善す

るという考え方もある。 

１件 

偏食改善について、乳幼児健診や

育児相談時に、栄養相談として管

理栄養士が個別に対応しており、

希望があれば、家庭訪問も実施し

ています。 

貴重なご意見として承り、口腔内

の過敏などによる偏食について支

援ができるよう努めます。 

また、３-（２）-ケ「幼児期にお

ける食育の推進」のうち、「ま

た、個食、孤食、拒食、過食とい

った食に対する問題の発生予防に

取り組みます」を「また、個食、

孤食、拒食、過食、偏食といった

食に対する問題の相談支援に努め

ます」と修正しました。 
 

29 

給食の食材は地産地消、有機化

をすすめ、安心安全なものを用

意してほしい。 

１件 

地場産物を可能な範囲で使用してい

ますが、有機農業については、全国

の取組面積が0.5％の状況であり、使

用することは困難と考えています。 

給食用食品は国内産、不必要な食

品添加物を含まないもの、遺伝子

組み換え食品を使用していないも

のを原則としており、安心安全な

給食の提供に努めています。 
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30 

ピロリ菌対策事業について、専

門家の中でも賛否が分かれてい

て、子どもへの心身の負担がは

っきりとしていないため市とし

て行う事業としてはふさわしく

ないと思うので反対する。 

この事業に予算を使うなら、他

に予算を使ってほしい。 

２件 

ＷＨＯの関連機関である国際がん研

究機関（ＩＲＡＣ）は、ピロリ菌は

胃がんの発がん因子であるとしてお

り、国立がん研究センターの研究で

はピロリ菌の持続感染は、胃がんの

リスク要因であるとしています。 

主に乳幼児期に感染するとされてい

るピロリ菌は、長期間の感染期間を

経て、発症する胃がん等を懸念する

ものです。 

除菌の時期については専門家の意見

が異なるところですが、日本ヘリコ

バクター学会は、感染のスクリーニ

ング検査は中学生以降であれば可能

であるとし、できるだけ早期の除菌

治療が望ましいとしています。 

一次検査は身体に対する非侵襲性の

尿検査になります。 

また、検査及び除菌治療の申し込

みは任意です。 

薬剤に対するアレルギーなど個々

の事情による心身の負担がある場

合は、将来の胃がんリスクと比較

考慮のうえ、自由意志によって判

断するようご案内しています。 
 

31 

育児休業について父親が産後１か

月間育児休業を取得できる体制づ

くりを推進するべきである。その

後の成長と生活に対する認識を共

有することができ、行政が呼びか

けることの意義は大きい。 
 

１件 

国等の動向を注視しながら、男性

の育児休業の取得を含めたワー

ク・ライフ・バランスの推進のた

めに、市内事業者及び広く市民の

方々に広報・啓発を行っていきま

す。 

32 

年度当初と比較し、年度途中の

入園が難しい状況にある。途中

入園もスムーズな入園ができる

ようにしてほしい。 

１件 

年度替わりは、卒園や転園により

入所児童の異動が多いため、比較

的入園しやすい状況にあり、ま

た、多くの職場の異動タイミング

と重なるため、保護者側の需要も

高まる時期であると認識していま

す。一方で、途中入園は入所児童

の異動が少ないため、年度当初と

比較し入所が困難な状況にあるこ

とは課題として認識しています。 

年度当初においても入園需要を満

たせていない現状において、年度

途中の入園をスムーズにするため

には、当初の枠を途中入園のため

にあらかじめ確保しておくことに

なります。しかし、その結果さら

に年度当初の待機児童を増やすと
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いう弊害が生じます。 

そのため、まずは、保育士確保や

園の定員増により待機児童の解消

を図り、年度当初、途中に関わり

なく、スムーズな入園ができるよ

う努めていきたいと考えていま

す。 
 
 

33 

利用者支援・子育て支援センタ

ーについて、保護者が親として

エンパワメントされる機会を多

様に設けてほしい。 
１件 

利用者支援・子育て支援センター

に子育てアドバイザー等を設置

し、保護者のエンパワメントに資

する環境づくりを進めるととも

に、月に１回程度様々なテーマで

講座開催し保護者のスキルアップ

の一助となるよう努めます。 
 
 

34 

利用者支援・子育て支援センタ

ーについて、子どもと参加しや

すい場で実施し、場合によって

は託児を受けて受講できるよう

にするなどの工夫をしてほし

い。 

１件 

愛らんどでは子育て中の保護者等

に対して相談、情報提供、啓発、

交流の場の提供などを行っていま

すが、利用に関しては、様々な利

用に対応するため工夫を凝らしな

がら実施します。 
 
 

 

35 

ファミリー・サポート制度につ

いて、どっちも会員を増やすこ

とで子育て世代がつながる。 

自宅でなくとも無料で利用でき

る公共施設などでできるように

してほしい。 

 

１件 

どっちも会員は増やしていきたい

と考えていますが、そのための施

設を確保することは難しい状況で

す。 

今後の施策の実施にあたり貴重な

ご意見として承ります。 
 
 

36 

一時預かりについて、８か所か

ら14か所という目標数値はとて

も低い。目標数値をあげるため

に民間で行なわれている、一時

預かりを利用できる制度なども

作ることもひとつの形である。 

 

１件 

一時預かり事業の目標数値は各施

設の意向を汲みながら設定してい

ます。 

当該事業は子育て支援の重要な事

業であります。いただいたご意見

について参考にしながら事業実施

に努めます。 
 
 

37 

愛らんどでゆったりと遊ばせる

ため、昼食やおやつなどの飲食

できるスペースを作ってほし

い。 １件 

スペースに限りがあるため、全愛

らんどで実施は困難ですが、令和

元年10月より愛らんどよこすか

で、11月より愛らんどウェルシテ

ィでランチタイムのみ飲食を可と

しています。 
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38 

日常生活において、子どもたち

が自然の中での外遊びが体験出

来るようなプレーパーク等の環

境の充実を図ってほしい。 

１件 

４-(３）-エ「学校外での多様な

体験の推進」の「学校外での様々

な体験活動」にプレーパークも含

めて考えていきます。 

くりはまみんなの公園代替公園で

のプレーパークについては、その

内容を提示していただき、可能な

限り実施できる様に利用方法を検

討します。 
 
 
 

39 

青少年関係団体の活動支援の推

進について母親クラブ等４つの

団体名があがっているが、さら

に活動がひろがっているので、

子ども食堂や自主保育等範囲を

拡大して支援してほしい。 
 

 

１件 

今後の施策の実施にあたり貴重な

ご意見として承ります。 

40 

子育て中の悩める人達が気軽に

相談できるよう相談窓口の周

知、相談方法を増やす等これか

らもいろいろ工夫してほしい。 

１件 

子育てに関する悩みに気軽に相談

できるよう、相談体制の充実を進

めていますが、保護者が抱えてい

る相談内容や、求めている相談方

法などは様々です。 

本市の相談体制に対して、保護者

が迷うことなくスムーズに相談に

つながるよう、様々な機会を通し

て周知していきます。 
 
 

 

41 

発達障害が疑われる子どもに対

して、2016年の発達障害者支援

法の改正趣旨を踏まえ、子ども

の療育的な支援の実施と保護者

に対する子どもの行動特性や関

わり方などの具体的支援方法の

助言や、国が進めている家族が

行動特性や支援方法について学

び他の家族を支えるペアレント

メンターの育成について具体的

施策に盛り込んでほしい。 

１件 

１歳６か月児健診後のフォローア

ップ教室では、課題遊びの中でこ

どもの様子を観察し、保護者に寄

り添いながら子育てのアドバイス

を行い、必要に応じて地域の親子

教室や療育相談センターに繋げて

います。 

ペアレントメンター育成について

は、地域の中で少しずつ活動が始

まっていますが、資格によるもの

でなく養成プログラムも定型のも

のがない状況です。現段階では具

体的な施策に盛り込むには、課題

が多いため貴重なご意見として承

り、計画には記載せずに研究を進

めていきます。 
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42 

療育相談センターの早期療育や、

親子教室等の取り組みがされてい

ますが、対象児の増加で十分な支

援体制がとれない状況があると考

えられます。 

こども健康課のフォローアップ教

室や療育相談センターの充実が記

載されていますが、行政内ですべ

て抱え込むことは人的にも難しい

ので、児童福祉法に定められた学

前の発達等に課題のある幼児の療

育を実施している市内の児童発達

支援事業所等とも連携し、フォロ

ーアップ教室や療育相談センター

が実施する早期療育や親子教室等

の事業に対して協力を求め、事業

委託等するなど、必要としている

子どもと家族すべてが、必要に応

じて支援がうけられるような施策

を盛り込んでほしい。 
 

 

１件 

フォローアップ教室は、母子保健

として子どもの発達を観察し、発

達支援が必要か見極めていく場で

す。 

発達支援が必要な場合は、主治医

や保護者の意向を確認しながら、

療育相談窓口や関係機関への情報

提供を行っています。 

親子教室・早期療育については、

療育相談センターの機能として指

定管理者制度により運営してお

り、あらためて他の事業所に事業

委託等することは考えておりませ

んが、障害児が適切な支援を受け

られるよう、市内の事業所と連携

を図っていきます。 

定員等の関係で教室に入れなかっ

た児童に対しては、心理士が個別

に対応しており、支援が継続でき

る体制をとっています。 

43 

幼児期の支援内容が生かされる

形で、環境が大きく変わる学校

生活に移行した際に、子どもが

安心して学校生活を送れるよ

う、学校も対象となる保育所等

訪問支援制度が近年新設された

が、実質的にはほとんど利用さ

れていない。 

制度の周知と活用及び学校での

発達障害等の課題を抱える子ど

もが安心して通える場となるよ

うな体制づくりを施策の中に盛

り込んでほしい。 

 

 

１件 

現在、本市で保育所等訪問支援の

指定を受けた事業者が無いため、

制度を利用できる状況にありませ

んが、第２期横須賀子ども未来プ

ラン期間中に、保育所等訪問支援

を利用できる体制を整える予定で

す。 

44 

横須賀市は不登校の子どもが多

いのが実態で、全国的な調査で

も不登校の子どもの一定割合で

発達障害の子どもが含まれてい

ると言われている。 

学齢期の発達障害の子どもが通

える放課後等デイサービスがあ

りますが、学校に行かないと利

用できない実態となっています

が、学校に行けない子どもの居

場所として忙しい教職員に代わ

って、子どもに必要な支援等を

行うことで、学校へのつながり

１件 

放課後等デイサービス事業は、学

校在籍児童が放課後に事業所に通

い支援を受ける場となっており、

平日の受け入れ時間は、原則、学

校終了後となります。 

また、不登校児については、まず

は相談と関係機関との連携を通じ

て、学校に行けるよう支援をして

いかなければならないと考えてお

り、不登校児が学校に行かない代

替として放課後等デイサービスに

通うことを広く認めることは制度

本来の趣旨にそぐわないと考えて
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と将来引きこもりになることを

防ぐことが考えられるので、先

進的な取り組みとして放課後デ

イサービスを学校に行けない子

どもの居場所として活用するこ

とを施策に盛り込んでほしい。 

 

います。 

なお、放課後等デイサービスに通

うことによって、その後の通学に

つながったり、自信を高め安心感

を得ることでステップアップが期

待できるような場合には、それぞ

れのお子さんの状況や状態に合わ

せた計画を立て、関係機関と保護

者の間で会議を開催した上で、柔

軟に対応しています。 
 

45 

第５期横須賀市障害福祉計画で

は、福祉型障害児入所支援の見

込み利用者数は22人となってい

る。今回の計画案では「福祉型

障害児入所施設を１か所確保し

ます」となっているが、この施

設は県立施設なので児童相談所

設置市である横須賀市の定員は

なく、県所管の利用が空いた時

に利用しているだけである。 

施設入所を必要とする障害児に

は家族再統合など家庭支援が必

要な社会的養護ケースの割合が

高く、児童と家族との関係を絶

やさないようにするため、施設

には地域性が求められます。 

そのため福祉型障害児入所施設

が単に１か所あるだけでは市民

ニーズにそぐわないため、横須

賀市分の定員がある施設が必要

だと考えます。そのため、「障

害のある児童が入所して日常生

活指導及び独立自活に必要な知

識技術を養う横須賀市分の定員

のある福祉型障害児入所施設を

１か所以上、市内に確保しま

す。」としてはどうか。 
 

１件 

今後の施策の実施にあたり貴重な

ご意見として承ります。 

46 

虐待予防のため、中学校区に関

係者（団体）が集う会議体を設

けると良いのではないか。 

１件 

虐待予防のための関係者協議会

は、こども家庭地域対策ネットワ

ーク会議や主任児童委員連絡会議

等様々な形で既に設置されており

密な連携を図っています。 

中学校区に新たに会議体を設ける

のではなく、既に設置されている

関係者協議会同士の情報共有や連

携についてより効果的に行えるよ

う努めます。 
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47 

虐待予防について、ソーシャル

ワーカー（スクール）の増員を

進めてほしい。スクールカウン

セラーとの両輪であるはずなの

に配置に片寄りがありすぎる。 １件 

現在の６名のスクールソーシャル

ワーカーが６校を拠点として、市

内６ブロックを担当し、対応に当

たっています。 

今後も、人員増だけでなく、勤務

日数や時間数増、資質の向上など

可能な形を模索し支援体制の充実

を図っていきます。 
 
 

48 

悩みに対する窓口が沢山ある

が、具体的な支援、アドバイス

を受けていないケースが多々あ

り、傷ついている保護者がい

る。社会に対する不信感は子の

虐待を深刻化させるので着実に

対応してほしい。 
 
 

１件 

相談者の思いに寄り添い、一層丁

寧・真摯な対応を心がけ、様々な

関係機関と連携した具体的な支

援・アドバイスに努めます。 

49 

児童生徒に対する人権教育とし

て、ＣＡＰプログラムを導入し

てはどうか。 

１件 

ＣＡＰプログラムを独自で実施し

た学校はありますが、市全体とし

ては現在、実施していません。実

施した学校の様子を聴取し、今後

の導入等について検討いたしま

す。 

また、子どもの人権に関する周

知・啓発は引き続き行っていきま

す。 
 

50 

児童相談所について、人員を大

幅に増やしてほしい。 

１件 

平成30年12月に国から示された

「児童虐待予防対策総合強化プラ

ン」に基づき職員の配置基準の見

直しなど、量的拡充・資質向上に

努めます。 

 

 

合計 55件  

 

（４）その他 第２期横須賀子ども未来プランの策定に関する意見 

 意見の概要 件数 考え方 

51 

計画策定にあたっては市民の意

見を取り入れるようお願いしま

す。アンケート調査のみなら

ず、市の方針を説明する機会や

市民との意見交換の場を設けて

ほしい。 
また、事業を実施する時には地

域に精通した団体等が活動でき

るようにしてほしい。 
 

１件 

今後の施策の実施にあたり貴重な

ご意見として承ります。 
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52 

計画策定のためのアンケート調

査について、育児に直結する内

容であり正直に答えることが相

手の見えない用紙に応える際に

回答することでどのような印象

を与えてしまうか不安を覚え答

えにくさを感じることがある。 

それでも回答をするのは子育て

に何かしらの悩みがあるためと

考えられるため、回答者の声は

大切に聞き入れてほしい。 
 

１件 

実施したアンケート調査の回答

は、市の事業を検討していく上で

の貴重なご意見として参考にして

います。 
アンケートの項目・表現につきま

しては次回実施時に検討します。 

合計 ２件  

 

（５）その他意見 

 意見の概要 件数 考え方 

53 

野外遊びを通じて、子育てを支

援したい大人の活躍の場を大事

にしてほしい。 

 

１件 

今後の施策の実施にあたり貴重な

ご意見として承ります。 

54 

横須賀市は不登校の子どもが多

いと聞いているが、不登校の状

況について知りたい。不登校の

子どもを抱えている保護者は大

変だが、どこに相談してよいか

分からない。 

どんな子どもでも幸せに生きて

いけるよう、不登校の子どもや

保護者への支援を積極的に考え

てほしい。 

１件 

横須賀市において、平成30年度の

不登校児童生徒は774人（前年比

66人増）でした。 

不登校の増加の要因として考えら

れるのは、不登校の要因や背景が

複雑化している点や「不登校は問

題行動ではないこと」「適度な休

養の必要性」等、不登校の状態で

あることを否定的に捉えなくなっ

た結果と考えることができます。 

不登校の子どもを持つ保護者の中

でも、相談機関に連絡することが

難しい状況の方もおり、そのよう

な保護者の方がより登校支援の情

報を手軽に得られるよう、支援の

周知について検討していきます。 

 

55 

放課後のチャイムについて、４

～10月は５時、９～３月までは

４時になっており、特に４時は

日没とかなりずれている。 

そのため放課後子どもが遊んだ

り様々な体験をする時間がとれ

ないので変更してほしい。 

習いごとなら良いとか、かえっ

て帰る機会がわからなくなって

いる実態はおかしいと思う。 

 

１件 

防災行政無線のチャイムの本来の

目的は無線の動作確認のためであ

り、日没の時間を知らせるもので

はないため、日没に合わせている

わけではありません。 

日没の時間に合わせようとすると

何度も時間を変更する必要があ

り、かえって現在時刻について混

乱を招く恐れがあり、放送時間の

変更の予定はありません。 
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56 

横須賀市の人口減少は企業の撤

退などによる要因が大きいと思

われるが、温暖で住みやすい土

地柄をアピールし、特に子ども

を持つ家庭が子育てしやすいま

ちづくりを目指してほしい。 

 

１件 

今後の施策の実施にあたり、貴重

なご意見として承ります。 

57 

公園の整備や教育施設の充実も

希望する。特に観音崎周辺はせ

っかく海あり、山ありとてもい

い所と思いますが、飲食店や休

憩所などが少ないため、整備を

進めてほしい。 

１件 

公園施設について、市民ニーズに

対応した整備に努めます。また、

教育施設についても、親子向けの

行事や学校と連携した活動、学校

外の学習機会などの充実を図りま

す。なお、観音崎周辺の環境整備

については観音埼灯台、美術館、

博物館などが点在する魅力あふれ

たエリアであるため、その魅力が

多くの人に伝わるよう、様々なツ

ールを活用した情報発信を行うと

ともに観音崎公園を管理する神奈

川県にも意見内容を伝えたうえで

情報共有を図ります。 

 

58 

公園に遊びに行くと、ガラスの

破片等が散らばり、遊具の劣

化、トイレの汚れなどがある。 

子どもが安心して遊べるよう公

園の整備、美化、遊具の修理な

どを希望する。 

１件 

通常、市域の公園の清掃は隔週で

行っておりますが、ガラス等の危

険が伴う案件につきましては要請

がありましたら適宜作業を行って 

います。 

これからも柔軟に対応していきま

すので、ご了承を願います。 

 

59 

地域の公園整備、設備、公共施

設等の利用するにあたり、充実

した環境を整えて頂き、子ども

たちが安心安全に遊べるように

してほしい。 

１件 

今後も誰もが安心安全に利用でき

る事を第一に日常管理及び整備を

行ってまいります。整備に関して

は市民のニーズに対応した整備に

努めていきます。 

 

合計 ７件  

 


